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　国
民
読
書
年
は
政
官
民
が

互
い
に
協
力
し
、
国
を
あ
げ

て
文
字
活
字
文
化
振
興
の
た

め
に
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
行

う
年
で
あ
る
が
、
川
越
市
と

し
て
は
何
を
行
う
の
か
。

　教
育
総
務
部
長
　
学
校
や

図
書
館
、
あ
る
い
は
社
会
教

育
関
係
の
機
関
と
が
従
来
に

も
増
し
て
連
携
を
深
め
て
取

り
組
ん
で
い
く
。
具
体
的
に

は
、
四
月
に
始
ま
る
第
二
次

川
越
市
子
ど
も
読
書
活
動
推

進
計
画
に
基
づ
く
実
践
活
動
、

読
書
週
間
を
始
め
と
す
る
企

画
展
示
の
特
集
の
強
化
、
毎

年
行
っ
て
い
る
図
書
の
リ
サ

イ
ク
ル
市
に
つ
い
て
、
社
会

教
育
関
係
の
機
関
に
も
積
極

的
に
活
用
し
て
頂
く
よ
う
呼

び
か
け
る
等
し
て
い
く
。
ま

た
、
魅
力
あ
る
資
料
の
充
実

に
も
努
め
て
い
き
た
い
。

　
国
民
読
書
年
の
取
組
み

　
空
家
住
宅
の
防
犯
の
方
策

　
エ
コ
カ
ー
導
入
の
取
組
み

　市
の
「
お
も
て
な
し
」
に

は
、
市
民
と
観
光
客
に
対
し

て
と
あ
る
。
市
庁
舎
に
来
庁

す
る
市
民
が
、
わ
か
り
や
す

く
窓
口
を
探
せ
る
様
、
案
内

表
示
の
色
分
け
を
す
べ
き
。

　財
政
部
長
　
庁
舎
案
内
表

示
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
を

訪
れ
る
方
々
を
ス
ム
ー
ズ
に

目
的
の
窓
口
に
導
く
た
め
設

置
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

指
摘
の
と
お
り
、
庁
舎
案
内

表
示
を
カ
ラ
ー
化
或
い
は
、

カ
ラ
ー
分
け
を
す
る
こ
と
は
、

色
に
よ
っ
て
窓
口
の
位
置
が

よ
り
明
確
と
な
る
等
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
来
庁
者
の
利
便

性
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
考

え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
現
状

の
設
備
を
活
用
し
な
が
ら
、

で
き
る
所
か
ら
順
次
、
カ
ラ

ー
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

に
も
考
慮
し
、
実
施
に
向
け

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
Ｃ
Ｏ
２
削
減
の
た
め
に

　
お
も
て
な
し
の
心

公
明
党
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地
域
商
品
券
事
業
の
推
進

16

　借
地
方
式
に
よ
る
公
共
用

地
確
保
は
、
相
続
発
生
時
の

地
権
者
へ
の
対
応
や
、
借
地

料
の
有
償
・
無
償
の
区
分
等

の
問
題
が
あ
る
の
で
、
今
後

在
り
方
を
検
討
す
べ
き
で
は
。

　財
政
部
長
　
借
地
は
初
期

投
資
を
抑
制
し
て
財
政
負
担

を
平
準
化
す
る
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
一
方
、
地
権
者
に
相
続

等
が
発
生
し
た
場
合
に
対
応

が
必
要
に
な
る
等
の
課
題
が

あ
る
。
こ
の
た
め
昨
年
十
一

月
か
ら
「
財
産
の
借
入
・
貸

付
に
関
す
る
検
討
部
会
」
を

設
置
し
て
借
入
等
の
在
り
方

を
検
討
中
で
、
来
年
度
に
は

基
本
方
針
を
策
定
す
る
予
定

で
あ
る
。
今
後
、
相
続
発
生

時
の
統
一
的
対
応
マ
ニ
ュ
ア

ル
等
を
整
備
し
、
必
要
に
応

じ
て
そ
の
内
容
を
自
治
会
等

へ
も
情
報
提
供
す
る
等
し
、

引
続
き
地
権
者
の
理
解
を
得

る
努
力
を
し
て
い
き
た
い
。

　
公
共
用
地
の
借
地

11

　成
人
式
参
加
率
向
上
や
充

実
の
為
、
若
者
参
画
・
実
行

委
員
会
運
営
や
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
の
実
施
な
ど
必
要
と
考

え
る
が
、
今
後
の
対
応
は
ど

う
か
。

　教
育
総
務
部
長
　
成
人
式

の
実
施
主
体
は
県
内
様
々
で
、

新
成
人
等
で
の
実
行
委
員
会

に
よ
る
企
画
・
運
営
は
三
十

六
市
町
あ
る
。
川
越
市
で
は

実
行
委
員
会
の
運
営
に
よ
る

式
典
の
検
討
は
過
去
に
な
い

が
、
若
者
の
参
画
も
視
野
に

入
れ
運
営
改
善
を
進
め
た
い
。

ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
実

施
は
平
成
十
四
・
十
六
年
度

に
参
加
者
五
百
名
に
行
っ
た

後
は
実
施
し
て
い
な
い
。
実

行
委
員
会
方
式
や
出
席
率
を

向
上
さ
せ
る
為
に
は
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
の
実
施
が
必
要
で

あ
り
、
今
後
検
討
し
た
い
。

　
成
人
式

　
薬
物
乱
用
防
止

　
化
学
物
質
過
敏
症
対
策

　市
長
は
就
任
時
、
「
市
立

川
越
高
校
の
改
革
の
一
環
と

し
て
中
高
一
貫
教
育
校
の
設

置
に
つ
い
て
推
進
し
ま

す
。
」
と
述
べ
た
が
、
検
討

経
過
に
つ
い
て
尋
ね
る
。

　市
長
　
今
年
度
市
教
委
に

市
立
高
校
関
係
者
、
有
識
者
、

一
般
公
募
委
員
等
か
ら
な
る

検
討
委
員
会
を
設
け
て
協
議

を
重
ね
、
十
月
に
結
果
報
告

を
受
け
た
。
そ
の
後
庁
内
で

検
討
し
た
結
果
、
市
立
高
校

を
基
礎
と
し
た
併
設
型
の
設

置
が
望
ま
し
い
が
、
そ
れ
に

は
中
学
の
新
設
が
必
要
で
財

政
負
担
等
の
課
題
が
大
き
く
、

ま
た
、
市
立
高
校
作
り
を
推

進
す
る
上
で
の
課
題
も
山
積

し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
直

ち
に
一
貫
校
設
置
の
具
体
的

取
組
み
に
入
る
こ
と
は
厳
し

い
状
況
に
あ
る
と
判
断
し
た
。

し
か
し
、
今
後
も
中
長
期
的

ス
パ
ン
で
検
討
を
続
け
た
い
。

　
学
力
と
規
律
を
育
む
教
育
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　市
は
法
規
制
値
よ
り
厳
し

い
自
主
規
制
値
を
設
け
て
い

る
が
、
昨
年
の
十
月
二
十
日

の
火
入
れ
式
後
の
経
過
及
び

性
能
等
の
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果

は
ど
う
だ
っ
た
の
か
？

　環
境
部
長
　
昨
年
十
一
月

の
試
運
転
開
始
後
概
ね
順
調

に
経
過
し
て
い
る
。
今
年
一

月
に
は
予
備
性
能
試
験
を
行

い
、
プ
ラ
ン
ト
メ
ー
カ
ー
か

ら
処
理
能
力
、
排
ガ
ス
等
の

問
題
は
無
い
と
の
報
告
を
受

け
、
そ
の
結
果
を
市
民
に
お

知
ら
せ
す
る
準
備
を
し
て
い

る
。
ま
た
、
最
終
的
な
引
渡

性
能
試
験
を
二
月
に
実
施
し

た
が
、
第
三
者
機
関
に
よ
る

分
析
、
特
に
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

類
の
測
定
に
時
間
を
要
す
る

為
、
現
時
点
で
は
結
果
が
報

告
さ
れ
て
お
ら
ず
、
報
告
後

に
処
理
能
力
、
排
ガ
ス
基
準
、

水
質
基
準
、
発
電
能
力
等
性

能
が
十
分
か
確
認
し
た
い
。

　
資
源
化
セ
ン
タ
ー
の
問
題

　市
民
生
活
を
守
る
た
め
、

特
定
商
取
引
法
の
改
正
に
よ

っ
て
、
訪
問
販
売
に
対
す
る

規
制
は
ど
の
よ
う
に
強
化
さ

れ
た
の
か
。

　市
民
部
長
　
今
回
の
改
正

は
長
年
維
持
さ
れ
た
指
定
商

品
、
指
定
役
務
制
を
撤
廃
し
、

他
の
法
律
で
消
費
者
保
護
が

図
ら
れ
て
い
る
も
の
や
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
が
な
じ
ま
な

い
商
品
・
役
務
を
除
く
全
て

の
商
品
・
役
務
が
規
制
対
象

と
さ
れ
た
。
訪
問
販
売
へ
の

規
制
は
契
約
を
拒
絶
す
る
意

思
表
示
を
し
た
者
に
勧
誘
の

禁
止
や
、
そ
の
消
費
者
の
生

活
実
態
か
ら
日
常
生
活
で
通

常
必
要
と
な
る
分
量
・
期

間
・
回
数
を
著
し
く
超
え
る

商
品
の
販
売
行
為
や
役
務
の

提
供
が
禁
止
さ
れ
た
。
過
量

な
商
品
等
の
購
入
契
約
に
は
、

契
約
後
一
年
間
は
解
除
が
で

き
る
等
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

　
改
正
特
定
商
取
引
法
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　ク
レ
ア
モ
ー
ル
周
辺
で
夜

間
客
引
き
行
為
が
横
行
し
て

通
行
人
に
不
快
な
思
い
を
さ

せ
て
い
る
が
、
市
と
し
て
の

認
識
と
対
策
は
ど
う
か
。

　市
民
部
長
　
平
成
十
六
年

度
か
ら
繁
華
街
で
の
防
犯
の

重
点
的
推
進
を
目
的
に
ク
レ

ア
モ
ー
ル
周
辺
地
域
を
「
防

犯
の
ま
ち
づ
く
り
重
点
地

域
」
に
指
定
し
、
ハ
ー
ド
・

ソ
フ
ト
両
面
で
の
総
合
的
な

防
犯
対
策
に
努
め
て
き
た
。

客
引
き
へ
の
対
応
策
も
こ
の

事
業
の
一
環
と
し
て
、
地
元

自
治
会
、
商
店
会
、
市
、
川

越
警
察
署
等
の
関
係
者
が
出

席
し
て
定
期
的
に
開
催
さ
れ

る
「
ク
レ
ア
モ
ー
ル
周
辺
地

域
防
犯
連
絡
会
議
」
の
中
で

協
議
を
進
め
る
と
共
に
、
市

と
し
て
も
県
迷
惑
行
為
防
止

条
例
を
踏
ま
え
て
川
越
警
察

署
に
要
請
し
て
い
き
た
い
。

　
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送

　
モ
ー
ル
周
辺
の
諸
問
題

　高
次
脳
機
能
障
害
は
見
た

目
か
ら
は
正
常
と
異
常
の
判

断
が
つ
き
に
く
く
「
見
え
な

い
障
害
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

生
活
不
安
や
就
労
困
難
を
克

服
で
き
る
支
援
が
必
要
で
は
。

　福
祉
部
長
　
支
援
策
と
し

て
は
、
現
在
、
精
神
保
健
福

祉
手
帳
の
取
得
に
よ
る
支
援
、

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ

く
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、

自
立
支
援
医
療
、
高
次
脳
機

能
障
害
支
援
普
及
事
業
、
障

害
者
雇
用
施
策
、
障
害
年
金

等
の
周
知
等
が
行
わ
れ
て
お

り
、
今
後
も
充
実
に
努
め
た

い
。
ま
た
、
介
護
保
険
の
サ

ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ず
、
障

害
者
手
帳
の
交
付
が
さ
れ
な

い
為
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

も
利
用
で
き
な
い
、
い
わ
ゆ

る
福
祉
の
谷
間
に
い
る
方
へ

の
支
援
が
課
題
で
あ
り
、
ま

ず
手
帳
の
取
得
を
促
し
た
い
。

　
高
次
脳
機
能
障
害

　
広
域
行
政

啓
政
会

　

 

吉
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　雄

ク
レ
ア
モ
ー
ル
の
客
引
き
等

13

牛

　窪

　多
喜
男

訪
問
販
売
の
規
制
強
化

　約
50
種
類
に
も
及
ぶ
市
の

相
談
業
務
を
市
民
ニ
ー
ズ
に

合
っ
た
内
容
に
適
宜
見
直
し

て
い
く
と
共
に
、
各
種
相
談

業
務
を
一
覧
に
ま
と
め
た
冊

子
を
製
作
し
て
は
ど
う
か
？

　市
民
部
長
　
一
部
を
除
く

各
部
署
で
市
民
ニ
ー
ズ
に
合

う
市
民
相
談
を
提
供
で
き
る

よ
う
、
業
務
内
容
を
適
宜
見

直
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

広
報
に
つ
い
て
は
、
転
入
者

等
に
配
布
す
る
「
川
越
市
民

の
し
お
り
」
に
「
生
活
・
相

談
」
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い

る
他
、
毎
月
25
日
号
の
広
報

川
越
に
も
市
民
相
談
案
内
を

掲
載
し
て
周
知
に
努
め
て
き

た
。
現
在
は
相
談
業
務
全
般

に
関
す
る
内
容
を
記
し
た
冊

子
が
無
い
為
、
今
後
相
談
業

務
を
実
施
す
る
部
署
や
広
報

担
当
課
等
と
相
談
業
務
全
般

を
網
羅
し
た
冊
子
の
作
成
を

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
市
民
相
談
業
務

　市
営
住
宅
入
居
者
の
連
帯

保
証
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の

あ
り
方
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
市
は

見
直
し
、
あ
る
い
は
廃
止
に

つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

　建
設
部
長
　
公
営
住
宅
の

目
的
が
、
低
所
得
者
へ
低
廉

な
家
賃
で
居
住
の
安
定
を
図

る
住
宅
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ

ッ
ト
を
担
う
こ
と
と
さ
れ
て

お
り
、
民
間
市
場
よ
り
も
家

賃
滞
納
に
対
す
る
取
り
組
み

が
強
く
な
る
。
多
く
の
事
業

主
体
が
賃
貸
借
契
約
で
連
帯

保
証
人
を
必
要
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
民
間
市
場
に
お
い

て
連
帯
保
証
人
代
行
制
度
や

連
帯
保
証
人
不
要
の
ニ
ー
ズ

は
、
今
後
も
増
え
る
と
思
わ

れ
、
公
営
住
宅
の
置
か
れ
て

い
る
状
況
を
鑑
み
な
が
ら
、

連
帯
保
証
人
制
度
を
検
討
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
市
営
住
宅
の
連
帯
保
証
人

　
臨
時
職
員
等
の
処
遇

髙

　橋

　
　
　剛

連
帯
保
証
人
制
度
の
見
直
し
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　プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
地
域
商

品
券
は
、
地
域
振
興
策
と
し

て
新
し
い
価
値
の
連
鎖
を
生

み
出
す
可
能
性
も
あ
り
、
今

後
と
も
継
続
し
て
発
行
す
べ

き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

　市
長
※
　
今
回
の
地
域
商

品
券
の
検
証
は
、
い
ま
だ
終

わ
っ
て
い
な
い
が
、
地
域
経

済
や
商
店
街
を
活
性
化
さ
せ

る
手
法
の
一
つ
と
し
て
有
用

で
あ
る
と
共
に
、
商
品
券
を

一
層
有
効
に
活
用
す
る
に
は
、

商
店
街
や
個
々
の
小
売
店
等

の
取
組
み
も
重
要
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
今
後
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
の
集
計
分
析
、
或

い
は
、
補
助
事
業
の
実
施
報

告
書
の
内
容
を
精
査
し
た
上

で
、
そ
の
検
証
結
果
や
費
用

対
効
果
に
つ
い
て
、
さ
ら
に

は
、
商
店
街
連
合
会
や
商
工

会
議
所
等
の
考
え
も
踏
ま
え

て
、
今
後
の
実
施
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
地
域
商
品
券
事
業
の
検
証

公
明
党

　

 

大

　泉

　一

　夫

国
民
読
書
年
の
市
の
取
り
組
み

若

　海

　
　
　保

公
共
用
地
の
借
地
に
つ
い
て
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公
明
党

　

 

石

　川

　隆

　二

当
事
者
と
家
族
へ
の
支
援
を

江

　田

　
　
　肇

中
高
一
貫
校
の
検
討
経
過
は

　 6
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質問質問 質問 質問

問答

質問 質問

問答

質問

8

公
明
党

　

 

桐

　野

　
　
　忠

今
後
の
成
人
式
の
あ
り
か
た

　9

公
明
党

　

 

若

　狭

　み
ど
り

市
庁
舎
案
内
表
示
の
カ
ラ
ー
化

質問質問 質問 質問 質問

問答問答

質問 質問

問答

質問 質問

問答

啓
政
会

　

 

松

　井

　釜
太
郎

試
運
転
開
始
後
の
デ
ー
タ
は
？10

質問

問答

質問

問答

質問

問答

質問

問答

民
主
党

　

 

片

　野

　広

　隆

市
の
相
談
業
務
の
更
な
る
充
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や
ま
ぶ
き

同
　志
　会

や
ま
ぶ
き

同
　志
　会

市

　
　
　民

フ
ォ
ー
ラ
ム

市

　
　
　民

フ
ォ
ー
ラ
ム



 平成22年４月25日発行（5） 市　議　会　だ　よ　り 平成22年４月25日発行 （4）市　議　会　だ　よ　り

　国
民
読
書
年
は
政
官
民
が

互
い
に
協
力
し
、
国
を
あ
げ

て
文
字
活
字
文
化
振
興
の
た

め
に
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
を
行

う
年
で
あ
る
が
、
川
越
市
と

し
て
は
何
を
行
う
の
か
。

　教
育
総
務
部
長
　
学
校
や

図
書
館
、
あ
る
い
は
社
会
教

育
関
係
の
機
関
と
が
従
来
に

も
増
し
て
連
携
を
深
め
て
取

り
組
ん
で
い
く
。
具
体
的
に

は
、
四
月
に
始
ま
る
第
二
次

川
越
市
子
ど
も
読
書
活
動
推

進
計
画
に
基
づ
く
実
践
活
動
、

読
書
週
間
を
始
め
と
す
る
企

画
展
示
の
特
集
の
強
化
、
毎

年
行
っ
て
い
る
図
書
の
リ
サ

イ
ク
ル
市
に
つ
い
て
、
社
会

教
育
関
係
の
機
関
に
も
積
極

的
に
活
用
し
て
頂
く
よ
う
呼

び
か
け
る
等
し
て
い
く
。
ま

た
、
魅
力
あ
る
資
料
の
充
実

に
も
努
め
て
い
き
た
い
。

　
国
民
読
書
年
の
取
組
み

　
空
家
住
宅
の
防
犯
の
方
策

　
エ
コ
カ
ー
導
入
の
取
組
み

　市
の
「
お
も
て
な
し
」
に

は
、
市
民
と
観
光
客
に
対
し

て
と
あ
る
。
市
庁
舎
に
来
庁

す
る
市
民
が
、
わ
か
り
や
す

く
窓
口
を
探
せ
る
様
、
案
内

表
示
の
色
分
け
を
す
べ
き
。

　財
政
部
長
　
庁
舎
案
内
表

示
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
を

訪
れ
る
方
々
を
ス
ム
ー
ズ
に

目
的
の
窓
口
に
導
く
た
め
設

置
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

指
摘
の
と
お
り
、
庁
舎
案
内

表
示
を
カ
ラ
ー
化
或
い
は
、

カ
ラ
ー
分
け
を
す
る
こ
と
は
、

色
に
よ
っ
て
窓
口
の
位
置
が

よ
り
明
確
と
な
る
等
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
来
庁
者
の
利
便

性
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
考

え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
現
状

の
設
備
を
活
用
し
な
が
ら
、

で
き
る
所
か
ら
順
次
、
カ
ラ

ー
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

に
も
考
慮
し
、
実
施
に
向
け

て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
Ｃ
Ｏ
２
削
減
の
た
め
に

　
お
も
て
な
し
の
心

公
明
党

　

 

近

　藤

　芳

　宏

地
域
商
品
券
事
業
の
推
進
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　借
地
方
式
に
よ
る
公
共
用

地
確
保
は
、
相
続
発
生
時
の

地
権
者
へ
の
対
応
や
、
借
地

料
の
有
償
・
無
償
の
区
分
等

の
問
題
が
あ
る
の
で
、
今
後

在
り
方
を
検
討
す
べ
き
で
は
。

　財
政
部
長
　
借
地
は
初
期

投
資
を
抑
制
し
て
財
政
負
担

を
平
準
化
す
る
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
一
方
、
地
権
者
に
相
続

等
が
発
生
し
た
場
合
に
対
応

が
必
要
に
な
る
等
の
課
題
が

あ
る
。
こ
の
た
め
昨
年
十
一

月
か
ら
「
財
産
の
借
入
・
貸

付
に
関
す
る
検
討
部
会
」
を

設
置
し
て
借
入
等
の
在
り
方

を
検
討
中
で
、
来
年
度
に
は

基
本
方
針
を
策
定
す
る
予
定

で
あ
る
。
今
後
、
相
続
発
生

時
の
統
一
的
対
応
マ
ニ
ュ
ア

ル
等
を
整
備
し
、
必
要
に
応

じ
て
そ
の
内
容
を
自
治
会
等

へ
も
情
報
提
供
す
る
等
し
、

引
続
き
地
権
者
の
理
解
を
得

る
努
力
を
し
て
い
き
た
い
。

　
公
共
用
地
の
借
地

11

　成
人
式
参
加
率
向
上
や
充

実
の
為
、
若
者
参
画
・
実
行

委
員
会
運
営
や
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
の
実
施
な
ど
必
要
と
考

え
る
が
、
今
後
の
対
応
は
ど

う
か
。

　教
育
総
務
部
長
　
成
人
式

の
実
施
主
体
は
県
内
様
々
で
、

新
成
人
等
で
の
実
行
委
員
会

に
よ
る
企
画
・
運
営
は
三
十

六
市
町
あ
る
。
川
越
市
で
は

実
行
委
員
会
の
運
営
に
よ
る

式
典
の
検
討
は
過
去
に
な
い

が
、
若
者
の
参
画
も
視
野
に

入
れ
運
営
改
善
を
進
め
た
い
。

ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
実

施
は
平
成
十
四
・
十
六
年
度

に
参
加
者
五
百
名
に
行
っ
た

後
は
実
施
し
て
い
な
い
。
実

行
委
員
会
方
式
や
出
席
率
を

向
上
さ
せ
る
為
に
は
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
の
実
施
が
必
要
で

あ
り
、
今
後
検
討
し
た
い
。

　
成
人
式

　
薬
物
乱
用
防
止

　
化
学
物
質
過
敏
症
対
策

　市
長
は
就
任
時
、
「
市
立

川
越
高
校
の
改
革
の
一
環
と

し
て
中
高
一
貫
教
育
校
の
設

置
に
つ
い
て
推
進
し
ま

す
。
」
と
述
べ
た
が
、
検
討

経
過
に
つ
い
て
尋
ね
る
。

　市
長
　
今
年
度
市
教
委
に

市
立
高
校
関
係
者
、
有
識
者
、

一
般
公
募
委
員
等
か
ら
な
る

検
討
委
員
会
を
設
け
て
協
議

を
重
ね
、
十
月
に
結
果
報
告

を
受
け
た
。
そ
の
後
庁
内
で

検
討
し
た
結
果
、
市
立
高
校

を
基
礎
と
し
た
併
設
型
の
設

置
が
望
ま
し
い
が
、
そ
れ
に

は
中
学
の
新
設
が
必
要
で
財

政
負
担
等
の
課
題
が
大
き
く
、

ま
た
、
市
立
高
校
作
り
を
推

進
す
る
上
で
の
課
題
も
山
積

し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
直

ち
に
一
貫
校
設
置
の
具
体
的

取
組
み
に
入
る
こ
と
は
厳
し

い
状
況
に
あ
る
と
判
断
し
た
。

し
か
し
、
今
後
も
中
長
期
的

ス
パ
ン
で
検
討
を
続
け
た
い
。

　
学
力
と
規
律
を
育
む
教
育

7

　市
は
法
規
制
値
よ
り
厳
し

い
自
主
規
制
値
を
設
け
て
い

る
が
、
昨
年
の
十
月
二
十
日

の
火
入
れ
式
後
の
経
過
及
び

性
能
等
の
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果

は
ど
う
だ
っ
た
の
か
？

　環
境
部
長
　
昨
年
十
一
月

の
試
運
転
開
始
後
概
ね
順
調

に
経
過
し
て
い
る
。
今
年
一

月
に
は
予
備
性
能
試
験
を
行

い
、
プ
ラ
ン
ト
メ
ー
カ
ー
か

ら
処
理
能
力
、
排
ガ
ス
等
の

問
題
は
無
い
と
の
報
告
を
受

け
、
そ
の
結
果
を
市
民
に
お

知
ら
せ
す
る
準
備
を
し
て
い

る
。
ま
た
、
最
終
的
な
引
渡

性
能
試
験
を
二
月
に
実
施
し

た
が
、
第
三
者
機
関
に
よ
る

分
析
、
特
に
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

類
の
測
定
に
時
間
を
要
す
る

為
、
現
時
点
で
は
結
果
が
報

告
さ
れ
て
お
ら
ず
、
報
告
後

に
処
理
能
力
、
排
ガ
ス
基
準
、

水
質
基
準
、
発
電
能
力
等
性

能
が
十
分
か
確
認
し
た
い
。

　
資
源
化
セ
ン
タ
ー
の
問
題

　市
民
生
活
を
守
る
た
め
、

特
定
商
取
引
法
の
改
正
に
よ

っ
て
、
訪
問
販
売
に
対
す
る

規
制
は
ど
の
よ
う
に
強
化
さ

れ
た
の
か
。

　市
民
部
長
　
今
回
の
改
正

は
長
年
維
持
さ
れ
た
指
定
商

品
、
指
定
役
務
制
を
撤
廃
し
、

他
の
法
律
で
消
費
者
保
護
が

図
ら
れ
て
い
る
も
の
や
ク
ー

リ
ン
グ
・
オ
フ
が
な
じ
ま
な

い
商
品
・
役
務
を
除
く
全
て

の
商
品
・
役
務
が
規
制
対
象

と
さ
れ
た
。
訪
問
販
売
へ
の

規
制
は
契
約
を
拒
絶
す
る
意

思
表
示
を
し
た
者
に
勧
誘
の

禁
止
や
、
そ
の
消
費
者
の
生

活
実
態
か
ら
日
常
生
活
で
通

常
必
要
と
な
る
分
量
・
期

間
・
回
数
を
著
し
く
超
え
る

商
品
の
販
売
行
為
や
役
務
の

提
供
が
禁
止
さ
れ
た
。
過
量

な
商
品
等
の
購
入
契
約
に
は
、

契
約
後
一
年
間
は
解
除
が
で

き
る
等
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。

　
改
正
特
定
商
取
引
法

12

　ク
レ
ア
モ
ー
ル
周
辺
で
夜

間
客
引
き
行
為
が
横
行
し
て

通
行
人
に
不
快
な
思
い
を
さ

せ
て
い
る
が
、
市
と
し
て
の

認
識
と
対
策
は
ど
う
か
。

　市
民
部
長
　
平
成
十
六
年

度
か
ら
繁
華
街
で
の
防
犯
の

重
点
的
推
進
を
目
的
に
ク
レ

ア
モ
ー
ル
周
辺
地
域
を
「
防

犯
の
ま
ち
づ
く
り
重
点
地

域
」
に
指
定
し
、
ハ
ー
ド
・

ソ
フ
ト
両
面
で
の
総
合
的
な

防
犯
対
策
に
努
め
て
き
た
。

客
引
き
へ
の
対
応
策
も
こ
の

事
業
の
一
環
と
し
て
、
地
元

自
治
会
、
商
店
会
、
市
、
川

越
警
察
署
等
の
関
係
者
が
出

席
し
て
定
期
的
に
開
催
さ
れ

る
「
ク
レ
ア
モ
ー
ル
周
辺
地

域
防
犯
連
絡
会
議
」
の
中
で

協
議
を
進
め
る
と
共
に
、
市

と
し
て
も
県
迷
惑
行
為
防
止

条
例
を
踏
ま
え
て
川
越
警
察

署
に
要
請
し
て
い
き
た
い
。

　
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送

　
モ
ー
ル
周
辺
の
諸
問
題

　高
次
脳
機
能
障
害
は
見
た

目
か
ら
は
正
常
と
異
常
の
判

断
が
つ
き
に
く
く
「
見
え
な

い
障
害
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

生
活
不
安
や
就
労
困
難
を
克

服
で
き
る
支
援
が
必
要
で
は
。

　福
祉
部
長
　
支
援
策
と
し

て
は
、
現
在
、
精
神
保
健
福

祉
手
帳
の
取
得
に
よ
る
支
援
、

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ

く
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、

自
立
支
援
医
療
、
高
次
脳
機

能
障
害
支
援
普
及
事
業
、
障

害
者
雇
用
施
策
、
障
害
年
金

等
の
周
知
等
が
行
わ
れ
て
お

り
、
今
後
も
充
実
に
努
め
た

い
。
ま
た
、
介
護
保
険
の
サ

ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ず
、
障

害
者
手
帳
の
交
付
が
さ
れ
な

い
為
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

も
利
用
で
き
な
い
、
い
わ
ゆ

る
福
祉
の
谷
間
に
い
る
方
へ

の
支
援
が
課
題
で
あ
り
、
ま

ず
手
帳
の
取
得
を
促
し
た
い
。

　
高
次
脳
機
能
障
害

　
広
域
行
政

啓
政
会

　

 

吉

　田

　光

　雄

ク
レ
ア
モ
ー
ル
の
客
引
き
等

13

牛

　窪

　多
喜
男

訪
問
販
売
の
規
制
強
化

　約
50
種
類
に
も
及
ぶ
市
の

相
談
業
務
を
市
民
ニ
ー
ズ
に

合
っ
た
内
容
に
適
宜
見
直
し

て
い
く
と
共
に
、
各
種
相
談

業
務
を
一
覧
に
ま
と
め
た
冊

子
を
製
作
し
て
は
ど
う
か
？

　市
民
部
長
　
一
部
を
除
く

各
部
署
で
市
民
ニ
ー
ズ
に
合

う
市
民
相
談
を
提
供
で
き
る

よ
う
、
業
務
内
容
を
適
宜
見

直
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

広
報
に
つ
い
て
は
、
転
入
者

等
に
配
布
す
る
「
川
越
市
民

の
し
お
り
」
に
「
生
活
・
相

談
」
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い

る
他
、
毎
月
25
日
号
の
広
報

川
越
に
も
市
民
相
談
案
内
を

掲
載
し
て
周
知
に
努
め
て
き

た
。
現
在
は
相
談
業
務
全
般

に
関
す
る
内
容
を
記
し
た
冊

子
が
無
い
為
、
今
後
相
談
業

務
を
実
施
す
る
部
署
や
広
報

担
当
課
等
と
相
談
業
務
全
般

を
網
羅
し
た
冊
子
の
作
成
を

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
市
民
相
談
業
務

　市
営
住
宅
入
居
者
の
連
帯

保
証
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の

あ
り
方
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
市
は

見
直
し
、
あ
る
い
は
廃
止
に

つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

　建
設
部
長
　
公
営
住
宅
の

目
的
が
、
低
所
得
者
へ
低
廉

な
家
賃
で
居
住
の
安
定
を
図

る
住
宅
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ

ッ
ト
を
担
う
こ
と
と
さ
れ
て

お
り
、
民
間
市
場
よ
り
も
家

賃
滞
納
に
対
す
る
取
り
組
み

が
強
く
な
る
。
多
く
の
事
業

主
体
が
賃
貸
借
契
約
で
連
帯

保
証
人
を
必
要
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
民
間
市
場
に
お
い

て
連
帯
保
証
人
代
行
制
度
や

連
帯
保
証
人
不
要
の
ニ
ー
ズ

は
、
今
後
も
増
え
る
と
思
わ

れ
、
公
営
住
宅
の
置
か
れ
て

い
る
状
況
を
鑑
み
な
が
ら
、

連
帯
保
証
人
制
度
を
検
討
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
市
営
住
宅
の
連
帯
保
証
人

　
臨
時
職
員
等
の
処
遇

髙

　橋

　
　
　剛

連
帯
保
証
人
制
度
の
見
直
し
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　プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
地
域
商

品
券
は
、
地
域
振
興
策
と
し

て
新
し
い
価
値
の
連
鎖
を
生

み
出
す
可
能
性
も
あ
り
、
今

後
と
も
継
続
し
て
発
行
す
べ

き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

　市
長
※
　
今
回
の
地
域
商

品
券
の
検
証
は
、
い
ま
だ
終

わ
っ
て
い
な
い
が
、
地
域
経

済
や
商
店
街
を
活
性
化
さ
せ

る
手
法
の
一
つ
と
し
て
有
用

で
あ
る
と
共
に
、
商
品
券
を

一
層
有
効
に
活
用
す
る
に
は
、

商
店
街
や
個
々
の
小
売
店
等

の
取
組
み
も
重
要
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
今
後
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
の
集
計
分
析
、
或

い
は
、
補
助
事
業
の
実
施
報

告
書
の
内
容
を
精
査
し
た
上

で
、
そ
の
検
証
結
果
や
費
用

対
効
果
に
つ
い
て
、
さ
ら
に

は
、
商
店
街
連
合
会
や
商
工

会
議
所
等
の
考
え
も
踏
ま
え

て
、
今
後
の
実
施
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
地
域
商
品
券
事
業
の
検
証

公
明
党
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